
規 則

�愛媛県規則第３８号
災害救助法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年７月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

災害救助法施行細則の一部を改正する規則

災害救助法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表１（第３条関係）

救助の程度・方法及び期間

１ 収容施設の供与

� 省略

� 応急仮設住宅

ア 省略

イ 応急仮設住宅の１戸当たりの規模は、２９．７平方メートルを

基準とし、その設置のため支出できる費用は、２，４０１，０００円

以内とする。

ウ～キ 省略

２ 省略

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

ア・イ 省略

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出でき

る費用は、季別及び世帯区分により１世帯当り次の額の範囲内

とする。この場合において、季別は、災害発生の日をもつて決

定する。

� 住家の全焼、全壊又は流失により被害を受けた世帯

別表１（第３条関係）

救助の程度・方法及び期間

１ 収容施設の供与

� 省略

� 応急仮設住宅

ア 省略

イ 応急仮設住宅の１戸当たりの規模は、２９．７平方メートルを

基準とし、その設置のため支出できる費用は、２，３８７，０００円

以内とする。

ウ～キ 省略

２ 省略

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

ア・イ 省略

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出でき

る費用は、季別及び世帯区分により１世帯当り次の額の範囲内

とする。この場合において、季別は、災害発生の日をもつて決

定する。

� 住家の全焼、全壊又は流失により被害を受けた世帯
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季

別
期間

１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以

上１人

増すご

とに加

算する

額

季

別
期間

１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以

上１人

増すご

とに加

算する

額

夏

季

４月

から

９月

まで

円

１７，２００

円

２２，２００

円

３２，７００

円

３９，２００

円

４９，７００

円

７，３００

夏

季

４月

から

９月

まで

円

１７，３００

円

２２，３００

円

３２，８００

円

３９，３００

円

４９，８００

円

７，３００

冬

季

１０月

から

翌年

３月

まで

２８，５００ ３６，９００ ５１，４００ ６０，２００ ７５，７００ １０，４００
冬

季

１０月

から

翌年

３月

まで

２８，６００ ３７，０００ ５１，６００ ６０，４００ ７５，９００ １０，４００

� 住家の半焼、半壊又は床上浸水（土砂のたい積等により一

時的に居住することができない状態となつたものを含む。）

により被害を受けた世帯

� 住家の半焼、半壊又は床上浸水（土砂のたい積等により一

時的に居住することができない状態となつたものを含む。）

により被害を受けた世帯

季

別
期間

１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以

上１人

増すご

とに加

算する

額

季

別
期間

１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以

上１人

増すご

とに加

算する

額

夏

季

４月

から

９月

まで

円

５，６００

円

７，６００

円

１１，４００

円

１３，８００

円

１７，４００

円

２，４００

夏

季

４月

から

９月

まで

円

５，６００

円

７，６００

円

１１，４００

円

１３，８００

円

１７，５００

円

２，４００

冬

季

１０月

から

翌年

３月

まで

９，１００ １２，０００ １６，８００ １９，９００ ２５，３００ ３，３００
冬

季

１０月

から

翌年

３月

まで

９，１００ １２，０００ １６，９００ ２０，０００ ２５，４００ ３，３００

エ 省略

４ 医療及び助産

� 医療

ア～ウ 省略

エ 医療のため支出できる費用は、救護班による場合は使用し

た薬剤、治療材料及び破損した医療器具の修繕費等の実費と

し、一般の病院又は診療所による場合は、国民健康保険診療

報酬の額以内とし、施術者による場合は、協定料金の額以内

とする。

オ 省略

� 省略

５ 省略

６ 災害にかかつた住宅の応急修理

ア 省略

イ 省略

エ 省略

４ 医療及び助産

� 医療

ア～ウ 省略

エ 医療のため支出できる費用は、救護班による場合は使用し

た薬剤、治療材料及び医療器具破損等 の実費と

し、一般の病院又は診療所による場合は、国民健康保険診療

報酬の額以内とし、施術者による場合は、協定料金の額以内

とする。

オ 省略

� 省略

５ 省略

６ 災害にかかつた住宅の応急修理

ア 省略

イ 住宅の応急修理の戸数は、市町ごとに住家が半焼又は半壊し

た世帯の数の３割の範囲内とする。ただし、やむを得ない事情

がある場合には、市町相互間において対象数の融通ができる。

ウ 省略

愛 媛 県 報平成２４年７月１３日 第２３８５号
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附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成２４年４月６日から適用する。

ウ 省略

エ 省略

７ 生業に必要な資金の貸与

ア・イ 省略

ウ 省略

エ 省略

オ 省略

８・９ 省略

１０ 死体の捜索及び処理

� 死体の捜索

ア 死体の捜索は、災害による現に行方不明の状態にあり、か

つ各般の事情により既に 死亡していると推定される者に対

して行うものとする。

イ・ウ 省略

� 省略

１１ 災害によつて住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日

常生活に著しい支障を及ぼしているもの（以下「障害物」とい

う。）の除去

ア 省略

イ 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップそ

の他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送

費、賃金職員等雇上費等とし、１世帯当たり１３３，９００円以内と

する。

ウ 省略

１２ 救助 のための輸送費及び賃金職員等雇上費

ア 救助 のための輸送費及び賃金職員等雇上費として支出で

きる範囲は、次に掲げる場合とする。

�～� 省略

イ 救助 のため支出できる輸送費及び賃金職員等雇上費は、

当該地域における通常の実費とする。

ウ 救助 のための輸送及び賃金職員等の雇用を認められる期

間は、当該救助の実施が認められる期間以内とする。

別表２（第１１条関係）

実費弁償

１ 令第１０条第１号から第４号までに規定する者

� 日当

ア 医師及び歯科医師 １人１日当たり２３，３００円以内

イ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及

び歯科衛生士 １人１日当たり１６，４００円以内

ウ 省略

エ 救急救命士 １人１日当たり１４，１００円以内

オ 土木技術者及び建築技術者 １人１日当たり１６，６００円以内

カ 大工 １人１日当たり１５，０００円以内

キ 省略

ク とび職 １人１日当たり１４，１００円以内

�・� 省略

２ 省略

エ 省略

オ 省略

７ 生業に必要な資金の貸与

ア・イ 省略

ウ 生業に必要な資金の貸与の対象世帯数は、市町ごとに全焼、

全壊及び流失世帯数の２割５分の範囲内とする。

エ 省略

オ 省略

カ 省略

８・９ 省略

１０ 死体の捜索及び処理

� 死体の捜索

ア 死体の捜索は、災害による現に行方不明の状態にあり、か

つ四囲の事情によりすでに死亡していると推定される者に対

して行うものとする。

イ・ウ 省略

� 省略

１１ 災害によつて住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日

常生活に著しい支障を及ぼしているもの（以下「障害物」とい

う。）の除去

ア 省略

イ 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップそ

の他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送

費、賃金職員等雇上費等とし、１世帯当たり１３４，２００円以内と

する。

ウ 省略

１２ 応急救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費

ア 応急救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費として支出で

きる範囲は、次に掲げる場合とする。

�～� 省略

イ 応急救助のため支出できる輸送費及び賃金職員等雇上費は、

当該地域における通常の実費とする。

ウ 応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用を認められる期

間は、当該救助の実施が認められる期間以内とする。

別表２（第１１条関係）

実費弁償

１ 令第１０条第１号から第４号までに規定する者

� 日当

ア 医師及び歯科医師 １人１日当たり２３，０００円以内

イ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及

び歯科衛生士 １人１日当たり１６，５００円以内

ウ 省略

エ 救急救命士 １人１日当たり１４，２００円以内

オ 土木技術者及び建築技術者 １人１日当たり１６，８００円以内

カ 大工 １人１日当たり１５，５００円以内

キ 省略

ク とび職 １人１日当たり１４，５００円以内

�・� 省略

２ 省略
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告 示

��������������

�愛媛県告示第８９９号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１２条第２項の規定により、公の施設の指定管理者から

次のとおり名称の変更の届出があった。

平成２４年７月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

テクノプラザ愛媛

２ 指定管理者の名称

変更前 財団法人えひめ産業振興財団

変更後 公益財団法人えひめ産業振興財団

３ 変更年月日

平成２４年４月１日

�愛媛県告示第９００号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条

例第２号）第１２条第２項の規定により、公の施設の指定管理者から

次のとおり名称の変更の届出があった。

平成２４年７月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 公の施設の名称

愛媛県産業情報センター

２ 指定管理者の名称

変更前 財団法人えひめ産業振興財団

変更後 公益財団法人えひめ産業振興財団

３ 変更年月日

平成２４年４月１日

�������
�愛媛県告示第９０２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５項の規

定により、次のとおり大規模小売店舗内の店舗面積の合計を基準面

積以下とする旨の届出があった。

平成２４年７月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

�愛媛県告示第９０１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２４年７月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ヴェスタ本町 松山市本町六丁目５
番１

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社アスティ
代表取締役
細田 信行

株式会社アスティ
代表取締役
木村 祭氏

平成２１年
５月１１日

平成２４年
６月２２日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

大規模小売店舗
の名称

大規模小売店舗
の所在地

大規模小売店舗内の店舗面積の
合計が基準面積以下となる日

ヴェスタ本町 松山市本町六丁目
５番１ 平成２４年６月２８日

愛 媛 県 報平成２４年７月１３日 第２３８５号

６２９



�������
�愛媛県告示第９０４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

松山市高田及び八反地地域に係る県営土地改良事業計画を定めたの

で、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書

の写しを縦覧に供する。

平成２４年７月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・正岡地区）計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成２４年７月１７日から８月１３日まで

３ 縦覧場所

松山市役所北条支所

�������
�愛媛県告示第９０５号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２４年７月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９０６号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２４年７月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２４年７月１３日から７月２６日まで

�������
�愛媛県告示第９０７号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規定によ

り、次のように埋立てを免許した。

平成２４年７月１３日

御荘港港湾管理者

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに 法人

にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 中村時広

松山市岩崎町一丁目７番７号

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

南宇和郡愛南町御荘平城１番８から同１番１７までの地先公

有水面

イ 区域

次の１点と２点を結ぶ平成１８年の秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．

Ｌ．＋２．２３メートル）の陸と公有水面との接する線、２点か

ら４点までを順次直線で結んだ線並びに４点と５点を結ぶ平

成１８年の秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２３メートル）の陸

と公有水面との接する線、５点と６点と１点を順次直線で結

んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡愛南町御荘平城１番２地先の長崎７護岸に

設置された金属鋲）は、北緯３２度５８分１２秒、東経１３２度３２分

３３秒の地点

１点は、基点から真北１３３度３４分０５秒４６．３５メートルの地点

２点は、１点から真北１３３度３１分４８秒３．００メートルの地点

３点は、２点から真北２２３度３１分４８秒２２．１０メートルの地点

４点は、３点から真北１５８度４８分３１秒８５．７９メートルの地点

５点は、４点から真北２２２度３３分３９秒３．３４メートルの地点

６点は、５点から真北３３８度４８分３１秒８９．１７メートルの地点

ウ 面積

３３１．６０平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

南宇和郡愛南町御荘平城１番８から同１番１７までの地先公

有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＫ点を順次に結んだ線及びＫ点とＡ点とを結

んだ線により囲まれた区域

�愛媛県告示第９０３号
愛媛県卸売市場条例（昭和４７年愛媛県条例第２５号）第８条の規定に基づき、卸売業者から次のとおり卸売の業務を廃止した旨の届出があ

った。

平成２４年７月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

廃 止 年 月 日
卸 売 業 者 卸売の業務を行っていた地方卸売市場

の名称
廃 止 し た
取 扱 品 目
の 部 類住 所 又 は 所 在 地 氏 名 又 は 名 称

平成２４年３月３１日 喜多郡内子町内子９０４番地 有限会社内子青果市場 有限会社内子青果地方卸売市場 青果部

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２７
年７月
２７日

愛媛県
第１２６４
号

混合有
機質肥
料

なたね
ぼかし

窒素全
量４．５
りん酸
全量
２．０

加里全
量１．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野
村町野村５号１１
１番地

愛 媛 県 報平成２４年７月１３日 第２３８５号

６３０



基点（南宇和郡愛南町御荘平城１番２地先の長崎７護岸に

設置された金属鋲）は、北緯３２度５８分１２秒、東経１３２度３２分

３３秒の地点

Ａ点は、基点から真北１３２度５７分５８秒２１．３５メートルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北１３２度４９分３７秒２２．００メートルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北４３度３１分４８秒２．４９メートルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北１３３度３１分４８秒９．００メートルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北２２３度３１分４８秒２．２２メートルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北１３３度１２分４０秒３２．７９メートルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北１８４度５４分３５秒６６．７３メートルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北２２２度３３分３９秒１１．２７メートルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北１３２度２７分４９秒２６．１２メートルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北２４８度４８分３１秒８１．２６メートルの地点

Ｋ点は、Ｊ点から真北３３８度４８分３１秒１０７．３３メートルの地

点

ウ 面積

１１，７２８．４８平方メートル

３ 埋立地の用途

埠頭用地

４ 埋立免許年月日

平成２４年７月４日

�������
�愛媛県告示第９０８号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規定によ

り、次のように埋立てを免許した。

平成２４年７月１３日

御荘港港湾管理者

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに 法人

にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛南町

南宇和郡愛南町城辺甲２４２０番地

代表者 愛南町長 清水雅文

南宇和郡愛南町越田９９番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

南宇和郡愛南町御荘平城１番８から同１番１７までの地先公

有水面

イ 区域

次の１点から３点までを順次直線で結んだ線並びに３点と

１点を結ぶ平成１８年の秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２３メ

ートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（南宇和郡愛南町御荘平城１番２地先の長崎７護岸に

設置された金属鋲）は、北緯３２度５８分１２秒、東経１３２度３２分

３３秒の地点

１点は、基点から真北１３３度３３分５６秒４９．３５メートルの地点

２点は、１点から真北２２３度３１分４８秒２２．１０メートルの地点

３点は、２点から真北１５８度４８分３１秒８５．７９メートルの地点

ウ 面積

１，９９８．５３平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

南宇和郡愛南町御荘平城１番８から同１番１７までの地先公

有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＫ点を順次に結んだ線及びＫ点とＡ点とを結

んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡愛南町御荘平城１番２地先の長崎７護岸に

設置された金属鋲）は、北緯３２度５８分１２秒、東経１３２度３２分

３３秒の地点

Ａ点は、基点から真北１３２度５７分５８秒２１．３５メートルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北１３２度４９分３７秒２２．００メートルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北４３度３１分４８秒２．４９メートルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北１３３度３１分４８秒９．００メートルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北２２３度３１分４８秒２．２２メートルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北１３３度１２分４０秒３２．７９メートルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北１８４度５４分３５秒６６．７３メートルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北２２２度３３分３９秒１１．２７メートルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北１３２度２７分４９秒２６．１２メートルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北２４８度４８分３１秒８１．２６メートルの地点

Ｋ点は、Ｊ点から真北３３８度４８分３１秒１０７．３３メートルの地

点

ウ 面積

１１，７２８．４８平方メートル

３ 埋立地の用途

埠頭用地

４ 埋立免許年月日

平成２４年７月４日

�������
�愛媛県告示第９０９号
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項第２号

の規定により、次のとおり介護員養成研修事業者を指定した。

平成２４年７月１３日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

�������
�愛媛県告示第９１０号
四国中央市土居町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・樋の井手�地
区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律

第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定

により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２４年７月１３日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

樋の井手�地区）計画書の写し
� 四国中央市土居町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２４年７月１７日から８月１３日まで

３ 縦覧場所

介護員養成研修事業者
の名称又は氏名

介護員養成研修事業者
の所在地又は住所 研修の課程 指 定

年 月 日

アビリティーセンター
株式会社

愛媛県新居浜市坂井町
二丁目３番１７号

訪問介護に
関する２級
課程

平成２４年
７月３日

愛 媛 県 報平成２４年７月１３日 第２３８５号

６３１



四国中央市役所土居庁舎

�������
�愛媛県告示第９１１号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県四国中央保健所及び四国中央市役所において告示

の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２４年７月１３日

愛媛県四国中央保健所長 竹 内 豊

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

オークラ製紙株式会社

四国中央市寒川町２３４９番地

代表取締役 井川 和永

２ 事業場の名称及び所在地

オークラ製紙株式会社

四国中央市寒川町２３４９番地

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第２３

号ヘ、ト、チ

４ 変更しようとする事項の内容

特定施設の構造、使用方法並びに排出水の汚染状態及び量の変

更

５ 特定施設に関する事項

� １号抄紙機

� ２号抄紙機

� ３号抄紙機

� ６号抄紙機

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５～７．５

最大 ６．０～８．０

通常 ６．５～７．５

最大 ６．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００

最大 １１０

通常 １００

最大 １１０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １３０

通常 １２０

最大 １３０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミ リ グ ラ
ム）

通常 ―

最大 ―

通常 １５

最大 ３０

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 ―

最大 ―

通常 １

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６３０

最大 ６７０

通常 ８５０

最大 ９５０

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 主 要 寸 法 ドライヤー寸法
１，２１１�×３，０３０�

ドライヤー寸法
１，３６０�×３，１８０�

特 定 施 設 の 能 力 ３，０００�／日 ５，０００�／日

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

パルプ、レーヨン、
バインダー
４，５００�／日

パルプ、レーヨン、
バインダー
５，５００�／日

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５～７．２

最大 ６．０～８．０

通常 ６．５～７．２

最大 ６．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４０

最大 ６５

通常 ７０

最大 １００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５５

最大 ８０

通常 １００

最大 １３０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミ リ グ ラ
ム）

通常 ―

最大 ―

通常 １５

最大 ３０

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 ―

最大 ―

通常 １

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４００

最大 ５００

通常 ９００

最大 １，０００

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 能 力 ３，０００�／日 ３，５００�／日

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

パルプ、レーヨン、
バインダー
３，５００�／日

パルプ、レーヨン、
バインダー
４，０００�／日

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５～７．２

最大 ６．０～８．０

通常 ６．５～７．２

最大 ６．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６５

最大 １１０

通常 ６５

最大 １１０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １３０

通常 １００

最大 １３０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミ リ グ ラ
ム）

通常 ―

最大 ―

通常 １５

最大 ３０

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 ―

最大 ―

通常 １

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７００

最大 ７５０

通常 ８３０

最大 ９２０

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 主 要 寸 法 ドライヤー寸法
１，２９７�×２，７２７�

ドライヤー寸法
１，４００�×２，７４３�

特 定 施 設 の 能 力 ３，０００�／日 ４，０００�／日

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

パルプ、レーヨン、
バインダー
３，２００�／日

パルプ、レーヨン、
バインダー
４，５００�／日

愛 媛 県 報平成２４年７月１３日 第２３８５号
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� １号ビーター

６ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１排水処理施設

７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口（工場排水）
変更なし

�������
�愛媛県告示第９１２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

道後平野土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があっ

た。

平成２４年７月１３日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

就 任

�愛媛県告示第９１３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年７月１３日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５～７．２

最大 ６．０～８．０

通常 ６．５～７．２

最大 ６．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６５

最大 １２０

通常 ６５

最大 １２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １４０

通常 １００

最大 １４０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミ リ グ ラ
ム）

通常 ―

最大 ―

通常 １５

最大 ３０

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 ―

最大 ―

通常 １

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８００

最大 ８５０

通常 ９００

最大 １，０００

変 更 前 変 更 後

原材料の種類及び１日当たり
の使用量

パルプ、損紙
５，０００�／日

パルプ、レーヨン、
バインダー
５，５００�／日

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５～７．２

最大 ６．０～８．０

通常 ６．５～７．２

最大 ６．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４０

最大 ６５

通常 ４０

最大 ６５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５５

最大 ８０

通常 ５５

最大 ８０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミ リ グ ラ
ム）

通常 ―

最大 ―

通常 １５

最大 ３０

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常 ―

最大 ―

通常 １

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４００

最大 ５００

通常 ５００

最大 ６００

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
６．５～７．２
最大

６．０～８．０

通常
６．５～７．２
最大

６．０～８．０

通常
６．５～７．２
最大

６．０～８．０

通常
６．５～７．２
最大

６．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
７０
最大
１２０

通常
３９
最大
５１

通常
７０
最大
１２０

通常
３９
最大
５１

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１００
最大
１４０

通常
５０
最大
７０

通常
１００
最大
１４０

通常
５０
最大
７０

全窒素（単
位 １リッ
トルにつき
ミ リ グ ラ
ム）

通常
―
最大
―

通常
―
最大
―

通常
１５
最大
３０

通常
１５
最大
３０

全燐（単位
１リット

ルにつきミ
リグラム）

通常
―
最大
―

通常
―
最大
―

通常
１
最大
３

通常
１
最大
３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
３，２００
最大
３，５００

通常
３，２００
最大
３，５００

通常
４，０００
最大
４，５００

通常
４，０００
最大
４，５００

備考 この他に、生活排水口が１箇所、雨水排水口が８箇所（今回新設）あ
る。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 木 村 博 伊予郡松前町大字北川原８９０番地２

〃 � 木 健 次 松山市北梅本町甲７７４番地３

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第１２号

平成２４年７月２日
伊予郡松前町大字昌農内字柚ノ木３９７－２

松山市三町三丁目１３番３号

ピュアハイツ三町� １０２号

渡 部 竜 二

愛 媛 県 報平成２４年７月１３日 第２３８５号
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公 告

�愛媛県告示第９１４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年７月１３日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第９１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年７月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年７月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年７月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第１３号

平成２４年６月２９日
伊予郡松前町大字神崎字四反地９２９番２

松山市針田町１０９番地９

新日本建設株式会社

代表取締役 井 上 秀 明

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 落合久万線 上浮穴郡久万高原町前組１７７２番２ 平成２４年７月１３日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年６月２６日 ＮＰＯ法人
ＴＩＥＳ２１えひめ 清 水 泰 彦 松山市持田町３丁目２番２２号 この法人は、地域の住民をはじめ自治会や企業、

各種団体等と連携し、公園や都市施設の街づく
りや管理運営に、住民の意見や参加を促進する
ための技術支援や参加を行うと共に、公共や様
々な組織と協働の理念を持ち、個性あふれる地
域文化を育みながら都市施設や緑の創出を目指
し、地域住民をはじめ広範な人々に対し、生活
の質の向上と心の充実、文化の豊かなまちの創
出、ボランテイア精神の育成や組織の養成、社
会福祉活動などの社会貢献を、実践・普及・調
査研究・提言活動を地域住民の参加と協働によ
り、ボランティア精神で実施し、文化の豊かな
地域の創造に寄与し協働社会の構築に寄与する
ことを目的とする。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 落合久万線

上浮穴郡久万高原町前組１７７２番 旧

６．０～２１．８

０．０８６

上浮穴郡久万高原町前組１７７２番２ 新 ０．０８３

愛 媛 県 報平成２４年７月１３日 第２３８５号
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２４年７月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県大気汚染常時監視システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

愛媛県大気汚染常時監視システム（設置、調整及び保守サー

ビスを含む）一式

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２５年１月１日から３月３１日まで

� 借入場所

知事が指定する場所

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」の営業種目「レンタル・

リース」について平成２３・２４・２５年度の製造の請負等に係る一般

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年７月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年７月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年７月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年６月２８日
特定非営利活動法人
えひめ高齢者ヘルスプロモーシ
ョン研究会

三 木 哲 郎 松山市福音寺町５３３番地２０６号
この法人は、高齢者の健康を維持・増進するた
めの情報収集、調査研究、知識及び技能の向上、
実践及び普及啓発等に関する事業を実施するこ
とにより、高齢者の健康増進と自立支援を図る
とともに、高齢者自身が生きがいの持てる社会
の実現を目指すことを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年６月２９日 特定非営利活動法人
ワークライフ・コラボ 堀 田 真 奈 松山市保免上２丁目５番１３号 この法人は、働く人・働こうとする人に対して、

ワークライフバランス向上の実現支援に関する
事業を行い、能力向上・キャリア形成支援事業、
子育てや結婚後のキャリアに関する講演会、座
談会、セミナー、相談等の企画開催及び調査・
研究事業、機関紙の発行及びホームページの開
設による普及啓発事業を行い、同じ目的を持つ
多くの個人や企業の意識を高め、連携を図って
いくことで、個人・企業の生産性の向上、活性
化を増進し、豊かな地域社会の実現に寄与する
ことを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年７月４日 特定非営利活動法人
えひめ消費者ネット 塩 見 修 身 松山市北梅本町８５９番地の４ この法人は、消費者としての県民に対して、そ

の利益を擁護するため、消費生活相談や消費生
活に関する情報を収集・提供する事業等を実施
し、もって県民の消費生活の安定・向上に寄与
することを目的とする。

愛 媛 県 報平成２４年７月１３日 第２３８５号

６３５



公安委員会規則

競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項

に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にない者で

あること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県県民環境部環境局環境政策課大気・環境評価係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２３４７

� 入札書の受領期限

平成２４年８月２４日（金）午後２時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２４年８月２４日（金）午後２時

愛媛県庁第一別館５階会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認

申請書に、この公告に示した物品を納入できることを証明する

書類を添付して、入札参加資格の確認を受けなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased：

Atmospheric Environmental Observation System（including

installation，adjustments，maintenance services）

� Time limit of tender：２：００ p．m．，２４ August２０１２

� For further information， please contact： Atmosphere ＆

Environmental Assessment Subsection，Environmental Affairs

Division，Environmental Bureau， Public affairs and

Environmental Department，Ehime prefectural Government，

４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０，Japan

TEL ＋８１―８９―９１２―２３４７

�愛媛県公安委員会規則第６号
愛媛県少年指導委員の活動区域を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２４年７月１３日

愛媛県公安委員会委員長 亀 岡 マリ子

愛媛県少年指導委員の活動区域を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県少年指導委員の活動区域を定める規則（平成２０年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

少年指導委員規則（昭和６０年国家公安委員会規則第２号）第２条

第１項の規定に基づき、少年指導委員の活動区域を次の表のとおり

定める。

少年指導委員規則（昭和６０年国家公安委員会規則第２号）第２条

第１項の規定に基づき、少年指導員 の活動区域を次の表のとおり

定める。

活動地区 活動区域 活動地区 活動区域

省略 省略

今治地区 今治市のうち東門町五丁目、恵美須町

一・二丁目、通町一・二丁目、黄金町一

～三丁目、末広町一～三丁目、松本町一

～三丁目、旭町一～三丁目、常盤町一～

四丁目、片原町一～三丁目、中浜町一～

今治地区 今治市のうち 恵美須町

一・二丁目、通町一・二丁目、黄金町一

～三丁目、末広町一～三丁目、松本町一

～三丁目、旭町一～三丁目、常盤町一～

四丁目、片原町一～三丁目、中浜町一～

愛 媛 県 報平成２４年７月１３日 第２３８５号
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三丁目、本町一～三丁目、風早町一～三

丁目、共栄町一～三丁目、栄町一～三丁

目、室屋町一～三丁目、米屋町一～三丁

目、北宝来町一丁目、大正町一・二丁

目、別宮町一丁目及び南大門町一丁目

三丁目、本町一～三丁目、風早町一～三

丁目、共栄町一～三丁目、栄町一～三丁

目、室屋町一～三丁目、米屋町一～三丁

目、北宝来町一丁目、大正町一・二丁

目、別宮町一丁目及び南大門町一丁目

城南地区 松山市のうち一番町一～四丁目、二番町

一～四丁目、大街道一・二丁目、永木町

二丁目、勝山町一丁目、千舟町一～六丁

目、三番町一～六丁目、湊町一～六丁

目、北立花町、河原町、柳井町一～三丁

目、花園町、南堀端町、永代町、南江戸

一丁目、大手町二丁目、宮田町及び宮西

一丁目

城南地区 松山市のうち一番町一～四丁目、二番町

一～四丁目、大街道一・二丁目、永木町

二丁目、勝山町一丁目、千舟町一～六丁

目、三番町一～六丁目、湊町一～六丁

目、北立花町、河原町、柳井町一～三丁

目、花園町、南堀端町及び永代町

道後地区 松山市のうち道後樋又、道後北代、道後

緑台、道後多幸町、道後喜多町、道後

一・二丁目

、道後公園 、道後

姫塚、道後湯之町、道後鷺谷町及び道後

湯月町

道後地区 松山市のうち 道後

緑台、道後多幸町、道後喜多町、道後

一・二丁目、南町一丁目、岩崎町一・二

丁目、道後公園、上市一・二丁目、道後

姫塚、道後湯之町、道後鷺谷町及び道後

湯月町

宇和島地区 宇和島市のうち錦町、恵美須町一・二丁

目、新町一・二丁目、伊吹町、中央町

一・二丁目、丸之内一～五丁目、本町追

手一・二丁目及び栄町港一～三丁目

宇和島地区 宇和島市のうち錦町、恵美須町一・二丁

目、新 町 一・二 丁 目 、中 央 町

一・二丁目、丸之内一～五丁目、本町追

手一・二丁目及び栄町港一～三丁目

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

平成２４年７月１３日 発行
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